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要 旨 

平成１４年度より、法学教育での利用を目指して、e-Learning システムをベースに、プラットホー

ムとしての法学教育支援システムの開発を行ってきた[1]。これを通じて明らかにした機能要件と利

用方法について述べる。一般に、法学教育においては、法科大学院の設立等を背景にして、より

実践的な教育に重点が置かれるようになってきた。 

学生にとって、授業を受身の学習でなく、予習・復習を積極的に行うことが必要である。すなわち

授業においては、課題に対するレポート作成、学生間のディスカッション、模擬法廷による訓練とそ

の分析によるフィードバックなど授業に積極的に参加して、主体的な学習を行うことが求められる。 

このような背景のもと、学生の心構えはもとより、予習段階でいつどこからでも必要な情報を効率

的に収集・分析し、自らの意見を整理して、授業に臨めるような教育環境が必要である。これら法

学教育環境で求められる機能として、以下の機能を抽出し、一部を除いて開発した。 

①情報の窓としての各種 Web アプリケーションへのシングル・サイン・オンを可能とする、ポータ

ル機能、②いつどこからでも参加できる仮想教室としてのオンライン学習機能 
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（Learning Management System：以下 LMS という）、③リーガルリサーチのための法令・判例データ

ベース、④教員の素材教材蓄積や学生が基礎学習を行うための教材データベース、⑤ディジタル

ビデオや動画・静止画からなるマルチメディア（以下MM）コンテンツを配信するためのコンテンツサ

ーバ機能、及び学生がレポート、プレゼン資料等を蓄積し、ピア･レビュー（学生間批評）等に用い

るための[2]Webコンテンツサーバ機能、⑥コンテンツを特定多数の学生に公開可能で、コンテンツ

のコピーを防止するための著作権管理機能、⑦教員や学生がビデオを含む MM コンテンツをウィ

ザード形式で簡単に制作でき、コンテンツの暗号化やコンテンツサーバにアップロード可能な統合

オーサリング機能、⑧HTML 教材や問題を簡単に制作でき、ファイルの添付や法令判例データベ

ースの URL 情報を取得しリンク情報を表示できる HTML 教材作成機能、⑨模擬法廷や授業を遠

隔地に放送すると共に、それらを収録し、Webコンテンツとして自動制作し、さらにサーバへの自動

アップロードを可能とする放送型ライブ授業機能、⑩模擬法廷の撮影・配信のためのＡＶの機能・

ＴＶ会議機能。 

Abstract 

This paper describes requirements and functions of the Legal Education Support System as a 

platform based on e-Learning system in an effort to the actual application in a Legal Education 

{1} . In general, the legal education has started to put more emphasis on their practical approach 

with the establishment of law school in the background.  

It is important for the students to play an active role in previewing and reviewing for the classes 

instead of standing on the passive side in studying. In other words, it is crucial for them to be 

proactive in studying, participate in classes with positive attitudes completing reports, having 

discussions among students, training in a moot court and analyzing the feedbacks.  

To be able for students to keep themselves in these positive roles in studying, they need to be in 

an environment in which they can be well-prepared for the classes after completing the accurate 

collection and analysis of information, and organizing their own opinions at anytime and anywhere. 

We have developed the following functions as the key roles in these legal education environments.

①the portal function in order to single-sign-on and accesses of the LMS(Learning Management 

System), the law & precedent database , the teaching material database and etc, ②the LMS 

function which the students can watch the contents when they have time, can discuss on BBS, 

and can report the homework or the questionnaires, as a virtual classroom, ③the database 

function which can access with easy between laws and judicial precedents, ④the database 

function which can have own teaching materials in common, ⑤the contents server function which 

can stream the multi-media contents consisted of a video and some texts,⑥the digital rights 

management function for special majority students to be able to access to the contents, and also 

for preventing the copy of the contents, ⑦the integrated authoring function which the 

multi-media contents can be produced automatically when a teacher presses the space bar on the 
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keyboard to turn over the pages of teaching materials while speaking, those contents can be 

encapsulated and can be uploaded to the contents server, ⑧the html teaching materials 

authoring function which can produced with easy and can be linked to the laws and judicial 

precedents in the database by getting the URL information.⑨the distance education function 

which can broadcast using the internet and can be recording ,authoring, uploading to the 

contents server for taking a class or a moot court, ⑩the audio visual function for taking a 

photograph of a moot court and the tele-conference function for a summons of a witness. We 

hope more teachers introduce this system into their classes, and then, this system will be 

bringing new perspective for law creation.  

 

1. はじめに 

1.1 e-Learning の潮流 

最近、ブロードバンド化の拡大に伴い

e-Learning への期待が極めて高まってきてい

る。e-Learning の潮流は、主に二つの流れが

ある。一つは従来の遠隔教育（含：ＴＶ会議）、

ビデオ・オン・デマンドの流れとして、インター

ネットを利用した遠隔教育である。もう一つは

従来のＣＡＩ（Computer Assisted Instruction）

の流れとして、自学自習型のコンピュータベー

ストレーニング（ＣＢＴ）やＷｅｂベーストレーニン

グ（ＷＢＴ）である[3]。 

法学教育へe-Learningを適用するに当たっ

ては、予習・復習での利用が主体であり、後者

（特に Web ベーストレーニング）の適用が中心

課題となる。教員が課題・演習問題・参考文献

等をコンテンツとして整備し、LMS 上で学生が

閲覧できるようにしたり、法令・判例データベー

スを利用してリーガルリサーチが行えるように

することが支援の重点となる。 

模擬法廷において、海外や他大学の専門

家に遠隔地から証人として参加してもらったり、

裁判の状況を収録し、コンテンツとして制作す

ることにより、他教室から模擬法廷の傍聴と分

析を行う場合には一部、インターネット利用遠

隔教育の適用の要素も含まれる。 

e-Learning は、法学教育の予習・復習には

欠かせない、時間や場所を乗り越えた学習環

境を提供できる。この際、専用網（衛星通信、

CATV、高速ディジタル通信など）を使ってネッ

トワークアプリケーションとして開始された遠隔

教育が、公衆網（ATM、ギガビットイーサなど）

を利用した、高速LANやADSL、FTTHなどブ

ロードバンドネットワークの進展と共に、オンラ

インCAIや遠隔教育がいつどこからでも可能と

なってきた。 

また、コンピュータの高性能化、コンパクト化

によって、ビジュアルなＭＭコンテンツの提供

や総合的な学習管理が容易になる。 

ネットワーク中心、コンテンツを中心とした新

しい教育スタイルは、Web を活用したネットワ

ーク型教育として、時間フリー、場所フリー、ペ

ースフリーの学習環境が提供できるようになり、

まさに、重要と言われながら学習環境が整備さ

れていないがために効率的に実施しにくかっ

た、予習・復習が学生本人の意思さえあれば

ネットワーク上で容易にできる。 

一方、文部科学省では、大学設置基準にお

いて、従来、遠隔教育システム設置に当たっ

ては面接授業を前提として映像音声双方向シ

ステムを義務付けていた。平成 13 年よりインタ

ーネット上での授業を遠隔授業として認める旨
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大学設置基準を改正した。改正のポイントは、

インターネットを使うことで、教員が添削指導や

質疑応答など学生の求めに応じて対応するな

ど効果的な学習指導ができる体制が整ってい

る場合には「遠隔授業」として認めるものである。

この規制緩和に伴い教育現場でのe-Learning

の普及が確実に進展している。 

1.2  従来の遠隔教育や CAI から見た

e-Learning システムの課題 

上記で述べた e-Learning の記述を見ると、

e-Learning の将来はバラ色に見える。しかしな

がら、水面下に問題点を内在させている。日

本電気（以下 NEC）では、昭和 50 年代からユ

ーザとの共同開発で遠隔教育システムや CAI

の開発を実施してきた。それらの経験から、過

去に開発したいくつかのシステムを例として

e-Learning システム開発上の留意点について

述べる。 

１） 従来の遠隔教育システムの実績に基づく

開発課題 

昭和５５年、NEC は、東京工業大学様の大

岡山キャンパスと長津田キャンパスを光ケーブ

ルネット（４００Mｂｐｓ）で接続し、映像・音声双

方向の遠隔講義システムの構築を担当してい

る[4]。専用線とはいえ、現在のブロードバンド

ネットワークと何ら遜色は見あたらない。このシ

ステムを構築するに当たっては、従来の講義

スタイルを継承できるよう黒板を使った授業を

カメラ撮影し伝送できるシステムとした。これに

より、多くの教員が遠隔授業に対応できるとい

うメリットを有しており、パワーポイントによる授

業も有効だが、是非一部として残しておきたい

ものである。最近は、追尾式カメラにより、黒板

の前を動く教員をカメラによる色センサーによ

って識別し、プリセットで教員をカメラが追従す

るシステムが出現している。法学教育において、

授業をコンテンツにする場合には教材の一部

としての黒板撮影を是非とも継承できるように

したい。 

  

次に、昭和６２年に NEC の社員教育用に

導入した映像音声双方向の衛星通信を利

用した遠隔教育システム（NESPAC）がある

[5]。このシステムでは、多地点教室間にお

いて、講師と受講者の 3 方向教育コミュニケ

ーションを充実させることを設計思想とした。

すなわち、講師から受講者への講義の配信、

受講者より講師への質問の受信、講師から

受講者への回答のブロードキャストである。

これにより、質問しがたい受講者も講師と質

問者との質疑応答により理解を深めることが

できる。NESPAC では受講者の机上に設置

されたリクエストパッドと講師側に設置された

スタジオパッド（多地点教室のリクエストのモ

ニタとリクエスト教室の選択）により実現して

いる。e-Learningシステムでは、掲示板機能

やレポートの公開機能により、実現できる。

但し、e-Learning では、非同期で授業が進

行するため、教員と質問者、学生間の集中

力が欠如し、教育コミュニケーションが十分

に図れない問題がある。教員は、教育コー

ディネータとして、従来の授業以上に授業

設計、教材の準備、学習指導に時間をかけ

ることが必要である。しかしながら、これは大

きなメリットをもたらす。従来の遠隔教育と異
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なり学生全体の学習情報を蓄積できるため、

学習管理や授業へのフィードバックができ、

一人ひとりのケアが可能となる。 

 

3 番目の事例は、映像片方向、音声・デ

ータ双方向の CATV を利用したパソコン教

室である[6][7]。NEC は、昭和６２年に日本

電気神戸システムセンターに、地域の人に

開放された教室として「CATV 利用カルチャ

ースクール」を開設し、以来３年間、CATV、

電話網、パソコン通信などのネットワークを

利用したパソコンサービスの実験を実施した。

ここでの運用では主婦を中心とした受講生

にパソコンを貸し出し、CATV による放送授

業（１日に数回放映）と教室での補習授業

（スクーリング）を一体化することで受講生の

理解度促進を目指した。結果として、ほとん

どの受講生はパソコンの入門講座において

十分理解に達することを実証した。放送用コ

ンテンツを制作する際、講師と受講生代表

の２ショットで質問しながら教えることにより、

わかり易いコンテンツの制作を行うことがで

きたが、コンテンツ制作にコストがかかりすぎ

たきらいがある。e-Learningの運用の際には、

教員が簡単に制作できるオーサリングツー

ルや授業の自動収録機能と自動コンテンツ

制作機能を準備し、コストの内製化を図るこ

とが必要不可欠である。このような経験から

継承したいことは、学生の理解度向上やモ

チベーションを高めるために、教室授業と

e-Learningを組み合わせるなどブレンディン

グによる授業設計を行うことを薦めたい。 

また、e-Learning においては、コンテンツ

の著作権保護の課題がある。大学など非営

利の教育機関によるコンテンツの Web 配信

において複製（著作権法３５条）は適用外と

なり、公衆送信権（同２４条）が適用され、使

用許諾、使用料が必要となる。なお、

CD-ROM による配布は、無許諾、無償利用

も可能であるが学習者が多人数の場合、適

用を受けられるのはレアケースとなる。一方、

近々の法令改正により、非営利の教育機関

において、ライブの遠隔授業での資料提示

（提示教材の蓄積は不可）に限定で無許諾、

無償利用が許可される予定である。もちろん、

営利の教育機関においては、使用許諾及

び使用料が必要となり、特に無償で使用許

諾の取得は困難である。従って e-Learning

ｍｐのディジタル教材では電子的に権利管

理を行うシステム（DRM: Digi ｔ al Rights 

Management）の導入によって、使用許諾の

みで無償利用できるようにすることが望まし

い。特に、法学教育においては、教員による

提示教材で市販の教材（たとえば判例）を

利用する場面が多いことから必要不可欠で

ある[8]。 
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４番目の事例として、平成 11 年から 3 ヵ年、

産学協同で開催された早稲田大学様ディジタ

ル・キャンパス・コンソーシアムの当初に実験

授業に参画した際の、映像音声片方向・デー

タ双方向のインターネット利用遠隔授業を紹

介する。この授業では講義コンテンツを DVD

に収録し、参加した１７大学に事前に郵送した

上で、教員によるライブの補足授業や質問へ

の回答と各遠隔教室でのコンテンツの視聴や

電子掲示板（BBS）への意見や質問の書き込

みを行うものである[9][10]。この授業では DVD

コンテンツが MPEG２で作成されているため、

良質のコンテンツを学生に提供できるが、ディ

リバリや媒体毎のコンテンツの正常動作の確

認に工数を要した。結局、３年目にインターネ

ット上での授業を遠隔授業として認める、大学

設置基準の改正に伴い、インターネット・オン

デマンド授業に移行した。このような実証経験

から、e-Learning におけるオンデマンド配信の

有効性が確認されている。なお、Web コンテン

ツの使用許諾処理は、手順書を作り、一つひ

とつ実行された。この手間は、著作権法が緩

和されない限り、オンデマンド配信を行う場合

やむを得ないものであり、地道に使用許諾を

取る必要がある。逆に、教員がオリジナルのコ

ンテンツを作る場合にも、長い時間をかけて、

コンテンツを地道に準備することが必要であ

る。 

 

2) 従来の CAI システムの実績に基づく開発

課題 

ＮＥＣは従来、教材設計技法としての

ISM(Interpretive Structural Modeling)教材構

造化技法[11]や CAI 総合教育システム PC 

SCAI[12]を開発し社内利用も含めて、顧客に

提供してきた。それなりの効果はあったが、反

省として、顧客及び SE 共に専門家同士の集

団で開発してきたことにより、教材の品質に力

点をおかれ、複雑なコンテンツを作ってきた感

がある。そのため、コストや手間が発生し、限ら

れた顧客の利用に限定され、コンテンツの数も

自ずから限定された。現在の e-Learning での

CAI 的利用（個別学習）においては、オーサリ

ング技術も飛躍的に進歩し効率的に制作可能

となったが、教員やステューデント・スタッフが

コンテンツを内製化によって制作し、コスト軽

減を行うとすれば、簡易型のコンテンツをつくり、

ライブ授業での学生指導によって補完していく

ことが必要である。 

このためには、コンテンツの制作において、

LMS との連動で SCORM対応を行うことが望ま

しい。特に、近々に標準化される SCORM１．３

においては、SCORM１．２までの問題点であっ

た、教材実行時動作（シークエンシング）の記

述不可、GUI の記述不可などが解消され、学
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習結果、成績に応じた学習内容の分岐などの

ルール（シンプルシークエンシング）が標準化

される。これは、法学教育の予習用教材を制

作する上で極めて有効である。オーサリングツ

ール開発に当たっては、SCORM１．３に準拠

すべきであろう。 

して、e-Learning システムだけでなく、各種ア

プリケーションとシングル・サイン・オンでリンク

できるポータルを開発することは、プラットホー

ムとして重要である。  

 

2. 法学教育支援システムの機能 

1.3 法学教育向け新規開発課題 前述したe-Learningにおける開発課題や運

用条件を踏まえて、法学教育支援システムの

機能要件を定義した。  

法学教育においては、辞書として、法令集

や判例集を多様な角度から検索できるエンジ

ンを準備することが学習者の予習・復習の効

率化を図る上で有効である。図書館で同一の

課題に対して、待ち行列で判例等を調査する

のは容易ではない。Web 版で法令と判例を横

断的に検索できる検索エンジンを構築すること

は極めて重要である。また、例えば約１６万件

収録された判例データベースを個人が蔵書と

して購入することは極めてまれである。 

2.0 システムコンセプト 

法学教育においてより実践的な教育を促進

するために、学生が予習・復習を効果的に行

い、授業に臨むことを目指して、必要なコンテ

ンツを整備し、ネットワークを介して、いつどこ

からでもオンデマンドでアクセスできるようにす

る。それらコンテンツとしては、教員による課題

やレジュメを記述した HTML 教材、講義録・模

擬法廷・法律相談演習などを収録したＭＭコ

ンテンツ、法令・判例データベースである。 

その他、法学教育では、法的事実の真偽を

仮定することで原告側と被告側の相異なる結

論を導くための推論システムなど利用可能な

コンピュータアプリケーションソフトはさまざま存

在する。そこで、Web アプリケーションを前提と 

更に、協調学習に向けて、電子掲示板での

ディスカッションやレポートの学生間批評がネ

ットワーク上でできるようにする。 

 8-7



   

 

2.1 ポータル機能 

ポータル機能は、教員/学生個々の権限に

よってアクセスできるサイトを設定できる。各サ

イトとのリンクに当たっては１回目の認証は、従

来どおりの個々の ID、パスワードの利用を必

要とする。2 回目以降はシングル・サイン・オン

にて認証することが可能となる。 

各サイトとしては、オンライン学習管理のた

めの LMS、リーガルリサーチのための法令/判

例データベース、教員の教材を格納する教材

データベースへのログイン認証をシングル・サ

イン・オンにて実現可能とする。その他、遠隔

地や別の教室からの受講を可能とするログイ

ン画面へのリンクや法創造教育に関する Web

アプリケーションへのリンクも可能となる。 

 

ポータルシステムのイメージ 

 

    ポータルの利用イメージ 
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特に、LMS との連携においては、シングル・

サイン・オン以外に時間割表示画面より科目

別講義一覧画面へのリンク、学生の履修科目

との連動が可能となる。 

    ポータルの時間割機能 

2.2 オンライン学習管理機能（LMS） 

本機能では、ポータルとの連動でシングル・

サイン・オンにてログインすることにより、お知ら

せの確認、表示された履修科目の中から科目

選択を行い、講義一覧を表示する。講義一覧

画面において、オンデマンドによる学習コンテ

ンツの視聴、電子掲示板によるディスカッショ

ン、レポート提出、小テスト、アンケート提出が

可能である。なお、LMS の SCORM機能は、コ

ンテンツのシークエンシングの利用が重要なた

め、SCORM１．３の標準化が成立しだい、対応

する予定である。機能としては、①コンテンツ

階層構造を管理するコンテンツアグリケーショ

ン管理機能、②教材実行時の動作を管理する

シークエンシング機能、③ランタイム環境（LMS

が SCORM 対応コンテンツ SCO などを起動す

る仕組み、SCOとLMSがデータをやり取りする

仕組み、SCO と LMS がやり取りするデータモ

デル）を実現する。 

また、オンライン学習管理機能では、教員、学

生それぞれの権限により、利用可能な機能が

異なるようにする。下記に権限毎の機能一覧

を示す。 
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オンライン学習管理機能の画面イメージ 

     

LMS 操作権一覧 

○操作権有り　△操作権一部、×操作権なし
科目担当教員 講義担当教員 学生 機能 操作

○ × × 科目情報設定 編集
○ ○ × 講義コンテンツ登 作成・修正・削除

○ △ × 講義情報設定
追加（CSVのみ）・
修正・削除

○ △ ×
テーマ（章）情報
設定

追加・編集・削除

○ ○ × レポート管理
作成・修正・削
除・

○ ○ × アンケート管理
作成・修正・削
除・

○ △ × 小テスト管理
作成・修正・削
除・

○ ○ × 学習状況 －
○ ○ × 掲示板 －

○ ○ ×
レスポンスアナラ
イザ管理

登録・修正・削除

× × × ＴＡ登録 登録・削除
× × × 利用者登録 登録

○ ○ ×
お知らせ管理
（担当科目）

作成・修正・削除

○ ○ ○ お知らせ 参照
○ ○ ○ 本人プロフィール 参照・修正
○ ○ ○ 本人パスワード 修正
○ ○ ○ アンケート 回答・結果参照
○ ○ ○ 小テスト 回答・結果参照

○ ○ ○
レポート画面/提
出

提出・結果参照・
コメント

○ ○ ○ ﾚｽﾎﾟﾝｽｱﾅﾗｲｻﾞ 回答・結果参照
○ ○ ○ 掲示板 投稿・参照
○ ○ ○ コンテンツ再生 再生
○ ○ ○ バックナンバー再 再生
○ ○ ○ 学習履歴 参照
○ ○ ○ ヘルプ 参照
○ ○ ○ 質問用掲示板 投稿・参照

受講者用機能

各科目の機能

お知らせ管理機能

 

 

2.3 法令・判例データベース 

ポータルからのシングル・サイン・オンでログ

インし、Web ベースで法令データベース（法律、

政・省令、規則、条約等）、判例データベース

（判例書誌情報、要旨情報、本文情報等）を収

録し、これらは相互リンクし、法令と判例とを横

断的に検索することが可能となるものである。

これにより学生が教員から提示された課題や

レジュメに対して、迅速にリーガルリサーチを

行うことができる。また、教員に対しては、コン

テンツ制作を行う際、HTML教材作成ツールよ

り、法令・判例データベースの検索画面とリン

クでき、検索結果の URL 情報を生成すること

ができる。これにより制作されたコンテンツは学

生がWeb上で最初から検索し直さなくても、直

接、教員より提示された法令・判例を参照でき、

さらに関連して閲覧したい情報を参照すること

も可能となる。 
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 法令データベースの検索画面 

 

  法令データベースの検索結果画面 

  

  判例データベースの検索画面 

 

 

判例データベースの検索結果画面 

 

 

2.4 教材データベース 

教材データベースは、主に教員がコンテン

ツ制作のための素材教材を蓄積し、必要に応

じて検索して使うものである。一般性のある素

材教材は、教員間で共有化し、学内コンテン

ツの流通を図ることが可能である。 

また、学生に対しては、基礎学力として必要

なコンテンツや書式集などの市販のコンテンツ

を購入し、学生に利用させるようなことも可能と

なる。 

検索方法としては、まずシングル・サイン・オ

ンでログインし、キーワード検索など簡易な操

作で必要とするコンテンツを検索することがで

きる。また、登録も Web ブラウザ上からドラッ

グ・アンド・ドロップで簡単にできるにようにした

ものである。 

  教材データベースの利用イメージ 

 

   

 教材データベースの検索画面 
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   教材データベースの登録画面 

 

 

2.5 コンテンツサーバ機能 

コンテンツサーバ機能は、教員用と学生用

に分ける。教員用はストリーミングサーバ（ここ

では、放送型ライブ授業機能で生成されるコン

テンツがWindows Media Player で再生可能な

ため Windows Media サーバを採用した）と

Web サーバで構成される。 

学生用には、データ容量を軽減するため

Web サーバのみ採用する予定である。データ

量の少ないＭＭコンテンツ（例えばオーディオ

のみ）であれば、ダウンロードによるコンテンツ

の取得と再生は可能である。 

ストリーム配信可能なＭＭコンテンツは、統

合オーサリングツールでコンテンツサーバに簡

単にアップロードすることが可能である。また、

放送型ライブ授業機能では自動的にアップロ

ードできる。 

HTML の教材やレポートについては、フリー

の FTP ツールを使って、アップロードし、その

URL 情報を LMS に登録する。 

下記にそのFTPツールにより、ドラッグ・アン

ド・ドロップでサーバへアップロードするイメー

ジを示す。URL 情報は、ツール操作で可能で

あるので把握したパスをftp://からhttp://に変

換するだけで良い。 

 

 

フリーの FTP ツールによるサーバへのアッ

プロードの例 

 

2.6 著作権管理機能 

 著作権管理機能は、マルチメディアの Web

コンテンツ（動画、静止画、テキスト）を暗号化

及びカプセル化することで、インターネット上の

多地点からの当該データのアクセス要求に対

して、履修登録した学生のみ、コンテンツの復

号及び再生が可能となる。また、多数の学生

が再生したコンテンツの複写をできないように

することができる。 

 

   著作権管理機能：処理フロー 

 

 本機能は現在、動画及び静止画で構成され

るＭＭコンテンツを対象に開発した。主なサブ

機能としては下記のものがある。 

● 暗号化機能   

動画データ、静止画データ等マルチメディ

アデータを個々のフォルダー単位に暗号化す

る。この際、データファイルの属性（タイトル、作
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成者）の入力、名称の指定、暗号キーや復号

キーの生成、復号キー発行のための利用条件

の設定やチケットファイルの生成等が可能であ

る。 

● 著作権管理サーバ機能   

暗号化/カプセル化されたデータを同時に

ストリーム配信できるサーバ機能を有する。こ

の際、復号キーは、セッション毎に異にするこ

とも可能である。各クライアントからのアクセス

要求に対しては、公開鍵証明書を生成、発行、

破棄できる PKI 機能を有する。また、履修条件

に合わせて、利用許諾の可否を判定し、クライ

アントに対してチケットを発行するライセンス管

理機能を有する。 

● 著作権管理クライアント機能   

サーバ上の暗号化・カプセル化データの同

時アクセスにより、 アカウントの入力、公開鍵

の取得、データのダウンロードと復号、及びデ

ータの再生を自動的に行うことができる。この

際、画面のスクリーンキャプチャーを防止でき

る。 

今後は、SCORM 対応に伴い、構造化され

たコンテンツや HTML 教材の暗号化も必要に

なるので、標準化した時点で更なるバージョン

アップが必要である。また、現在ではコンテン

ツ毎に、利用許諾を得るための ID、パスワード

の入力が必要となる。但し、同一コンテンツを

一定時間内に再生するときには、ID、パスワー

ドの入力は必要ない。上記バージョンアップと

合わせて、LMS にログインした学生はコンテン

ツ再生の際、再度ログインしなくても済むように

改善したい。 

2.7 統合オーサリング機能 

統合オーサリング機能は、動画、静止画又

は動画のみのコンテンツをウィザード形式で手

順に従って操作することにより、簡単にコンテ

ンツの制作ができ、その延長上で著作権管理

機能のコンテンツ暗号化機能が組み込まれた

もので、更に、コンテンツサーバへのアップロ

ードも可能である。本ツールには、ＳＣＯＲＭ対

応へのバージョンアップを考慮して、次に述べ

る HTML 教材作成機能も組込む予定である。 

 

主なサブ機能としては下記のものがある。 

● プレビュー機能   

講義を行う前に、ビデオキャプチャーボード

のドライバを選定し、動画が正常にキャプチャ

ーされているかをプレビューすることができる。 

● MMコンテンツ自動合成機能   

コンテンツ名など属性データを入力し、

Windows Media又は、Real Mediaの選定、テン

プレート（MM コンテンツ、動画等のレイアウ

ト）・ストリーム配信のビットレート・動画サイズ

（解像度は同等）の選択、パワーポイント提示

教材やタイトルの選定等により、収録が開始さ

れる。スペースキーを押しながら提示教材を切

り替えて講義を進めることにより、コンテンツの

自動生成と再生確認ができる。 

● HTMLオーサリング機能   

自動合成機能で作成したＭＭコンテンツの

編集ができる。 

提示教材を滑らかに切り替えられるようにす

るための先読みファイルの追加機能、提示教

材の差し替え、学生がノートを取るためのメモ

帳の追加機能等 HTML ベースの編集ができ

る。 
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● 暗号化機能   

MM コンテンツの暗号/カプセル化を行う。 

●FTP機能   

MM コンテンツ又はカプセルコンテンツをコ

ンテンツサーバに登録する機能である。MM コ

ンテンツは、ストリーミング配信で必要となる登

録先の URL 情報で動画ファイルにコンパイル

してコンテンツサーバにファイル転送を行う機

能である。カプセルコンテンツの場合には、著

作権管理サーバへの動画の復号化に必要な

暗号鍵の登録及びコンテンツサーバへのカプ

セルのファイル転送を行うことができる。これに

より、受信端末では履修登録等権限をもった

学生のみ再生でき、かつ提示教材のコピーが

できないようにすることができる。 

2.8 HTML 教材作成機能 

本機能は、教員や学生がテキストベースで

の HTML コンテンツの制作を簡易にできるツ

ールである。本ツールには以下の機能を含

む。 

①項目内容が制作者毎に任意に設定可能な

機能を有する。実際には、何種類か標準フォ

ーマットを準備して選択できるようにする。 

 
 

 

②理解テスト等が作成できる問題作成機能

リン

 

 り検索できたら、URL発行

 

 

 

を有する。問題形式は、選択（単一又は複

数）、穴埋めの２種類にした。 

 

③法令/判例データベースに対して直接

クできる機能を有する。 

 

  本機能の利用時の URL 発行プロセスは

下記のとおりである。ツールより法令又は判

例の URL メニューを選択すると法令データ

ベース又は判例データベースの検索画面に

ログインできる。 

 キーワード等によ

URL発行ボタン

URL保存 

を押下する。次に、URL保存ボタンを押下す

ると、ツール上で起動しているコンテンツに

URL 情報が添付される。保存ボタンを押下

する前に検索結果の詳細画面を確認してか

ら保存することも可能である。       
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④Word、PowerPoint などの教材を資料として

添付できる機能を有する。 

 

2.9 放送型ライブ授業機能 

放送型ライブ授業機能は、講義端末より、サ

ーバを介して複数受講端末に対して、動画像

やWeb 教材を自動的に送受信できるものであ

る。本機能は、講義端末より、各受講端末のア

プリケーションの起動制御や講義スケジュール

の管理が可能である。 

次に、講義端末より配信した動画と Web 情

報は、サーバを介して、多数の受講端末に一

斉に送信することもできる。 

更に、動画像と共に講義端末上で動作する

ブラウザがアクセスした URL 情報を、サーバを

介して多数の受講端末に送信することもできる。

個々の講義端末は、URL 情報を元にブラウザ

上に表示することが可能である。この際、ファイ

アーウォールで保護された外部に存在するサ

ーバに対してもURL情報の送受信が可能であ

る。 

   放送型ライブ授業機能のイメージ 

 

また、ライブ授業の間に配信ビデオを ASF

ファイルとして、同時収録し、授業終了後に予

め指定されたテンプレートでコンテンツを自動

的に生成し、コンテンツサーバへの自動アップ

ロードが可能である。これにより、講義スケジュ

ールの登録、並びにアップロード後にコンテン

ツ属性（URL情報など）をリンク情報としてLMS

に登録するのみでコンテンツの閲覧ができ、か

なりの運用負荷を軽減できる。 

主な機能は下記のとおりである。 

● ワークグループ管理機能   

端末側及びサーバ側に実装される機能で

あり、１つは指定された受講端末のアプリケー

ション（ワークグループ管理クライアント）を起動

することができる。更に、Web 連携機能やビデ

オ連携機能を共有するワークグループの作成、

削除を行う機能を有する。 

 また、Web 連携機能での配信クライアントの

アドレス解決やビデオ連携機能での映像送信

権の切替えを行うことも可能である。 

● Web連携機能   

端末側及びサーバ側に実装される機能で

あり、講義端末のインターネットエクスプローラ

に表示される URL情報をサーバ経由で、受講

端末に送信し、受講端末上のインターネットエ

クスプローラに、講義端末と同一の Web 画面
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を表示することができる。この際、通信プロトコ

ルは HTTP プロトコルを使用しファイアーウォ

ールの通過を可能とする。 

● ビデオ連携機能   

端末側(Windows ﾒﾃﾞｨｱｴﾝｺｰﾀﾞ）、及びサー

バ側（Windows ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽ）に実装される機

能であり、講義端末から送出されるビデオデー

タをサーバ経由で受講端末へ送信する。 

● ビデオエージェント機能   

サーバ側に実装される機能であり、Windows

メディアエンコーダ、Windows メディアサービス

の中間に位置し、映像送信権の切替えやビデ

オストリームの中継を行う機能である。ビデオ

エージェントがビデオストリームを中継すること

により、ﾒﾃﾞｨｱｻｰﾋﾞｽの公開ポイントを特定でき、

メディアエンコーダの切替えをシームレスに行

うことができる。 

● 収録機能  

MM コンテンツ制作のための動画（ASF ファ

イル）及び Web の静止画ファイルとその切り替

えのタイムコードの収録ができる。 

● 自動オーサリング機能  

講義スケジュールで登録したコンテンツ録

画情報に基づき、収録された ASF ファイルより

コンテンツを自動的に生成する。コンテンツの

テンプレートは、動画のみ、講義端末の画面を

キャプチャリングするデスクトップエンコード、

動画とWeb 教材の３種類である。 

● 自動アップロード機能  

自動生成されたコンテンツは、コンテンツサ

ーバに自動的にFTPでアップロードされ、その

ソースファイルを指定のサーバに FTP 又は

NET BIOS のプロトコルで共有フォルダーに

バックアップできる。更に、アップロード後、講

義端末の自動停止も可能である。 

 

放送型ライブ授業機能 

コンテンツ自動制作のフロー 

 

2.10 ＡＶ機能・ＴＶ会議機能 

 本機能が対象とするのは、模擬法廷におけ

る AV設備と遠隔地とを結ぶ TV会議システム 

並びに放送型ライブ授業での講義又は受講

の撮影や表示のための AV設備である。 

１） 模擬法廷設備 

本設備は、裁判官／弁護士・被告／検事／

証人の映像と音声、並びに書画又は PC 画面

をプロジェクタに投影すると共に、遠隔地の証

人喚問ができるものである。さらに、上記のうち

４つの映像を１画面に画面合成し（４画面合

成）、音声をミックスして、放送型ライブ授業端

末を介して他教室へ配信したり、その端末でビ

デオ素材を収録できる。更に、収録したビデオ

素材をコンテンツ化して、サーバに自動アップ

ロードできる。これにより、後日、模擬法廷での

やり取りを分析して、次回の模擬法廷のやり取

りの参考にすることができる。 

2) 放送型ライブ授業用教室設備 

本設備は、追尾式カメラを使用して黒板で

の講義を多地点に一斉放送できるための AV

機器である。また、模擬法廷の実況中継を受

信して、プロジェクタに投影し、傍聴することが

できる。以下、それぞれの設備のイメージを示

す。追尾式カメラは、小型カメラを色センサー

として使用し、黒板の範囲に縦に４から８個の

センサーマークを閾値として設け、そこを教員
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が通過するとカメラコントロール装置が起動し、

プリセットされた位置にカメラ雲台を回転させる

ものである。 

  模擬法廷の機器構成イメージ 

 

 

   放送型ライブ授業用教室の 

  機器構成イメージ（追尾カメラ使用） 

 
 

3. 実現した機能 

平成１６年３月までに実現する機能は、下記

のとおりである。 

②オンライン学習管理機能、③法令・判例デ

ータベース、④教材データベース、⑤コンテン

ツサーバ機能（教員用）、⑦統合オーサリング

機能、⑧HTML 教材作成機能、⑨放送型ライ

ブ授業機能である。プラットホームのコアとなる

これらの機能は、整備されてきた。残りの①ポ

ータル機能、⑤コンテンツサーバ（学生用）⑥

著作権管理機能、⑩ＡＶ機能・ＴＶ会議の内、

①と⑥はプロトタイプとして開発途中であり、ほ

ぼ実現の見通しは立っている。実現した機能

は、平成１６年度より法科大学院等で試験的に

運用していく予定である。 

 

4. まとめ 

本報では、実践教育の促進を目指して、法

学教育に適合する e-Learning システム、すな

わち法学教育支援システムについて、その機

能要件を明らかにした。この過程では、長年の

研究開発経験で培った法学教育や遠隔教育

システム等のノウハウを活用して、多くの教員

が気軽に利用でき、かつ労力をできる限り軽

減できることを考慮した。そして、中核となる機

能はほぼ開発を済ませることができた。今後は、

多くの教員や学生に利用してもらい、教員の

指導力の更なる向上、学生一人ひとりが積極

的に学習の場で活用されることが期待される。

これにより、システムの更なる発展があることを

確信している。 

最後に、昼夜に及ぶ研究開発活動にご配

慮を賜った、吉野和子氏、コンテンツ制作に関

してオーサリングツールの試験評価にご協力

いただいた明治学院大学 宇津井祐介氏、市

川 均氏、研究開発の調整窓口を努めていた

だいた第一法規 竹下雄之氏、NEC 工藤裕

司氏、中心となってシステム構築に従事してい

ただいた鈴木 栄氏、システム開発に協力い

ただいたNEC 向笠秀治氏に深く感謝します。 
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